
広 報 み な の平成19年３月１日

秩父郡市コーラス
フェスティバル‘07

　公民館で活動しているコーラスグ
ループ、14グループによる発表会を
行います。ぜひ、ご来場ください。
期　日　３月４日㈰
時　間　午後０時30分～４時
場　所　秩父ミューズパーク音楽堂
入場料　無料
問合せ　公民館　☎62‒0454
※町からコール四季、コーラス合歓
　の皆さんが出演します。

⑿

体育施設利用登録

　平成19年度に町営体育施設（町民
運動公園・柔剣道場・弓道場）、学校体
育施設（校庭・体育館）、スポーツ公
園体育施設（野球場・多目的広場・
テニスコート）を利用する団体は登
録してください。
受　付　３月30日㈮までに教育委員
　　　　会へ　☎62‒4563

育 英 奨 学 資 金

　高等学校以上の在学者に奨学金を
お貸ししています。
対　象
　町に引き続き１年以上居住し、学
費の支払いが困難な世帯で、健康で
学習意欲が高く、出身または在学の
学校長の推薦を受けられるかた。
貸与額（月額）

育 児 相 談

期　日　３月12日㈪
受　付　午前９時30分～10時
場　所　皆野病院４階
対　象　平成18年３月・９月生まれ
　　　　および希望のかた
内　容　身体測定、育児相談
　　　　栄養相談
持参品　母子健康手帳
問合せ　住民福祉課保健衛生係
　　　　☎62‒1230　内線107

改正・男女雇用機会均等法
４月１日 ス タート！

改正の主なポイント！
●性別による降格、職種・雇用形態
　の変更、退職勧奨、雇い止めが禁
　止されます。
●妊娠・出産などを理由とする不利
　益な取り扱いが禁止されます。
●女性に加え、男性に対するセクシャ
　ルハラスメントも含めた対策を講じ
　ることが事業主の義務となります。
●妊娠中および出産後の健康管理に
　関する措置（時差通勤、勤務時間
　の短縮など）を講ずることが事業
　主の義務となります。
問合せ　埼玉労働局雇用均等室
　　　　☎048‒600‒6210

明 星 子 育 て 広 場
（きらきらクラブ）

明星保育園
①プレイルーム開放
　期　日　３月６日㈫・７日㈬
　時　間　午前９時30分～11時30分
　内　容　運動・リズム遊び
②育児相談
　期　日　毎週月～金曜日
　　　　　※３月14日㈬まで
　時　間　午後２時～４時
国神保育園
　期　日　３月２日㈮・５日㈪・
　　　　　９日㈮
　時　間　午前９時30分～11時30分
　内　容　園庭遊び
　※雨天の場合は、学童保育所。雪
　　の場合はお休みです。
学童保育所
　期　日　３月１日㈭・８日㈭・
　　　　　12日㈪・13日㈫・14日㈬
　時　間　午前９時30分～11時30分
　内　容　お絵かき
持参品　マグカップ、綿100％の手
　　　　袋（乾布摩擦に使います）
問合せ　明星保育園　☎62‒5210
※皆さんからのリクエストにお答え
　します。これからの子育て支援に
　関する要望をお寄せください。

65歳までの定年引き上げ
などの速やかな実施を

　高年齢者雇用安定法の改正により
平成18年４月１日から、65歳未満の
定年の定めをしている事業主は、そ
の雇用する高年齢者の65歳※までの
安定した雇用を確保するため、
　①定年の引き上げ
　②継続雇用制度の導入
　③定年の廃止
のいずれかの措置を講じることが義
務づけられています。
※この年齢は、平成25年４月１日ま
　でに段階的に引き上げていくもの
　とされました。平成19年４月１日
　からは、63歳になります。
問合せ　埼玉労働局職業対策課
　　　　☎048‒600‒6209
　　　　ハローワーク秩父
　　　　☎22‒3215

１歳６か月児健康診査

期　日　３月20日㈫
受　付　午前９時～９時30分
場　所　皆野病院４階
対　象　平成17年７月・８月生まれ
内　容　問診、身体測定、育児相談
　　　　医師の診察（内科・歯科）
　　　　運動発達相談、栄養相談、
　　　　心理・言葉の相談
持参品　母子健康手帳、問診票
問合せ　住民福祉課保健衛生係
　　　　☎62‒1230　内線107

枝切りに　　　ご協力をお願いします
　道路に樹木の枝葉が伸びると、見通しが悪くなるな
ど大変危険です。
　道路に隣接する土地の所有者・使用者の皆さん、道
路内に伸びた樹木の枝切りをお願いします。　建設課

申込み　４月16日㈪までに教育委員
　　　　会へ　☎62‒4563

国公立校 私立校
高等学校

（高等専門学校を含む）10,000円 20,000円

大　　学
（短期大学を含む）20,000円 30,000円


